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製造請負優良適正事業者 第 2010001(03) 号
平成 28 年度厚生労働省受託事業
請負事業適正化・雇用管理改善推進事業
製造請負優良適正事業者認定制度

ヒ ラ ヤ マ ニ ュ ー ス

働条件分科会は７月１０日に公益、労働者側、使用者
側の委員が議論を開始。（１）残業時間の上限規制（２）

年次有給休暇の時季指定（３）高度プロフェッショナル（高
度プロ）制度が主要テーマとなり、労政審の事務局を務める
厚生労働省は９月末までに取りまとめたい考えです。
　残業時間の上限規制に関して省令で定める「新たな３６協
定の様式」と「有休付与の算定方法」については、厚労省が
８月９日の同分科会で事務局案を示し、公労使委員に概ね了
承されました。今後は、高度プロの関係で対象業務、年収要件、
健康管理時間の把握といった基準を省令で定める議論に着手
して、１０月には３テーマの運用に関する省令・指針の詳細
について企業に周知を図る方針です。
　なお、上限規制についての改正法の施行期日は、大企業１
９年４月、中小企業２０年４月。有休関係は大企業・中小企
業にかかわらず１９年４月となっています。
　同一労働同一賃金の労政審、１０月に集中的議論へ
　一方、派遣法改正が絡む同一労働同一賃金部会（同一部会）
は、８月３０日に法律成立後で初めてとなる会合を開きまし
た。９月にも１回開催し、１０月に３回開催して詳細を詰めて
いく模様です。昨年４月から６月にかけて行われた部会の手
法と同じく、直接雇用の「パート・有期関係」と間接雇用の「労
働者派遣関係」に分けて進行。派遣関係は、派遣先均等・均
衡と派遣元均等・均衡の「２方式」という骨子だけしか決まっ
ていません。このため、厚労省は７月中旬から具体的な考え
方を取りまとめ、「同一部会」再開の準備を進めていました。
　派遣法に関する協議事項は、派遣先均等・均衡の「情報提
供関係」、派遣元均等・均衡の「労使協定関係」、「派遣労働
者への説明義務関係」「その他」に整理する方針で、中でも「労
使協定関係」の議論に最も時間を割くと見られます。
　議論の展開が注目される「２方式」に関する考え方の要所
は、『HIRAYAMA NEWS・７月号』でひと足早くお届けしてい
る通りです。秋口にかけてマスメディアが、各政党による党
首選など政治関連取材に注力する中、一般企業や人材サービ
ス事業者は、国会ではない場で進められる「２つの労政審」
の動きに注意する必要があります。
　同一労働同一賃金関係の施行期日は、パート・有期関係が

大企業２０年４月、中小企業２１年４月。派遣法関係は一律
で２０年４月となっています。
　　  続報・政府が外国人就労拡大に向け準備加速
　外国人労働者の受け入れ拡大に向け、新たな在留資格の創
設を表明している政府は、「外国人材の受入れ・共生に関す
る関係閣僚会議」を設置し、 首相官邸で会合を開きました。
深刻な人手不足を背景に、政府は「即戦力となる外国人の受
け入れは急務」と認識しており、来年４月の運用を目指しま
す。今秋の臨時国会に入国管理法改正案を提出する方針で、
安倍晋三首相は受け入れ業界・業種などを定める基本方針や
環境整備の具体策を盛り込んだ「総合的対応策（仮称）」の
策定などを関係閣僚に指示しています。
　同会議の議長は、菅義偉官房長官と上川陽子法相。新たな
在留資格の創設や受け入れ職種をめぐっては、既に、経済産
業省が７～８月にかけて「製造業における外国人材受け入れ
に向けた説明会」を開くなど、各業界からニーズや要望の聞
き取りを始めています。菅官房長官は「ひっ迫している農業
など５分野以外にも、中小企業から製造業に関する強い要請
がある。これから各省ごとに検討を本格化させたい」と述べ
ました。
　受け入れ拡大を前提に政府は、法務省入国管理局を改編し
て、受け入れを一元的に担う新たな官庁の創設の検討にも入
りました。「局から庁」への格上げで、受け入れ環境の整備を
効果的に進めるため、「司令塔機能」を果たす組織が必要と
判断した模様です。
　６月１５日に閣議決定した「骨太の方針」で示した新たな
就労資格は、人手不足が深刻な５分野（建設、農業、介護、造船、
宿泊）を中心に、最長５年の単純労働を含む職場での就労を
認めるもの。新資格取得には専門分野での一定の技能と日本
語能力が条件となりますが、各業界を所管する省庁は民間団
体と協力して、技能や日本語能力の試験を作成・実施する考
えです。このほか政府は、技能実習の職種拡大に加え、優良
実習修了者を対象に一部の製造業や非製造業の外食産業、漁
業などでも受け入れを広げたい意向。新資格取得に関して、
３年の技能実習修了者は試験を免除する考えです。今後、具
体的な案を詰めていきますが、議論の動向が注目されます。

　     「働き方改革法」成立に伴う労政審、１０月ヤマ場へ　
　労働者派遣法の改正を含む８本の労働法改正を束ねた「働き方改革関連法」が、先の通常国会終盤の６月末
に成立しました。これに伴い、厚労相の諮問機関である労働政策審議会（労政審）が始まっており、実効性のあ
る運用方法や指導監督の手法などを省令・指針にどのように落とし込むかを議論しています。残業時間の上限
規制など改正労働基準法を中心とする「労働条件分科会」と、パートタイム労働法・労働契約法・労働者派遣法
の３法改正に伴う「同一労働同一賃金部会」の２つの労政審が重要です。特に、２０２０年４月施行となる改正
派遣法については「これから議論、決定」という内容も多く、注目されています。

　　　　

　【株式上場のお知らせ】
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